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＜＜ 虹からのメッセージ ＞＞ 

 

地域には、その人だけの、その人らしい生き方があります。 

地域サポート虹は、自然に暖かく、寄り添って歩きたいと願っています。 

 

★人を大切に★ 

★ふれあいの輪を広げる★ 

★今という瞬間、その時を大切に★ 
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社会福祉法人 地域サポート虹 

平成 24年度 通所介護すずらん事業計画書 

（１） 事業内容 

 老人居宅介護事業 通所介護 予防通所介護 

 事業所名  通所介護 すずらん 

（２） 所在地 

 横浜市栄区桂町２７９－４ 

 TEL:０４５－８９４－７４８０ FAX:０４５－８９４－７４８０ 

（３） 定員 

 １５名／日 

（４） 職員 

職名 資格等 人数／日 人数 

管理者 介護福祉士、介護ヘルパー１級または２級課程修了者 1人／日 1人 

生活相談員 介護福祉士、介護ヘルパー１級または２級課程修了者 ※1人／日 ※1人 

看護職員 看護師 1人／日 3人 

介護職員 介護福祉士、介護ヘルパー１級または２級課程修了者 3人／日 11人 

機能訓練指導員 看護師が兼務 1人／日 2人 

事務職員 生活相談員または介護職員が兼務  1人 

 ※管理者と生活相談員は兼任 

（５） 事業開始年月日 

 平成１８年１月１日より事業開始 

（６）運営方針 

介護保険を利用されるようになった方々に、心身のよりよい状態を維持していただけるようお手伝いするこ

とを目標に、曜日ごとの特徴を生かして豊富なプログラムを組みあわせてディサービスを実施する。 

また、保険の非該当者でも、一人暮らしなど諸事情により自宅に引きこもりがちの、地域に住む高齢者の

方々に気軽に立ち寄っていただける場を提供することも目標に活動する。 

お世話にあたるスタッフも同じ地域に住むヘルパーを中心に、経験豊かな中高年の主婦ボランティアや退

職後の男性ボランティアに加わっていただいたり、各種プログラムの講師も地域の方々を中心にお願いす

るなど、地域とのつながりを大切に、心のこもったディサービスを実施することを目標とする。介護職員も勉

強会を実施し質の向上を目指す。介護資格も積極的に取得するよう働きかけをする。 

（７） 営業時間 

 月～金  8：30～17：30  サービス提供時間（月～金）9：30～15：40 

 ※休日は留守電にて対応。 

（８） 利用料金 

厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスであるときは、そ

の１割の額とする。 

（９） 資金計画 
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  法人の「資金収支予算内訳」によるものとする。 

（１０） 年間予定 

月 行事 月 行事 

１月 新年会 ７月 七夕祭り 

２月 節分祭り ８月 夏祭り 

３月 ひな祭り ９月 防災訓練 

４月 お花見 １０月 秋の散策 

５月 節句 １１月 秋の散策 

６月 お菓子作り １２月 クリスマス会 

（１１）研修計画 

 事業所は、従業者の質的向上を図るため、月一回のミーティング時にテーマを決め勉強会を 

 行うこととする。また、法人内の研修、区の研修など積極的に参加することとする。 

 ①採用時研修 採用後一ヶ月以内。 

 ②継続研修およびケース会議毎月一回 

 ・認知症研修 

 ・排泄管理 

 ・個人情報、プライバシー保護 

 ・感染予防 

 ・緊急避難訓練 
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社会福祉法人 地域サポート虹 
訪問介護 りんどう 

平成２４年度 事業計画書 

 

（１） 事業内容 

事業所名称：訪問介護りんどう （事業所番号：1473500641） 

介護保険法による老人居宅介護事業  訪問介護 介護予防訪問介護 

 

（２） 所在地 

横浜市栄区桂町 74 番 17 号 ｻﾝパレス本郷台 107 号 

TEL:045-894-7783  FAX:045-894-0603 

 

（３） 職員 22 名 

職 種 員  数 常勤換算 

管理者 

ｻｰﾋﾞｽ提供責任者 

訪問介護員 

1 名 

2 名（内 1 名は管理者兼務） 

19 名 (内 1 名はサービス提供責任者兼務) 

1 名 

1 名 

2.1 名 

 

（４） 利用者  34 名(内休止中 2 名) 

ヘルパーの活動が可能な範囲内で、利用希望者に対応していく。 

（５） 運営方針 

地域の介護保険利用者を主として、家族との同居・別居にかかわらず住み慣れた家での生活を

より快適に続けていただけるようお手伝いをすることを目標とし運営する。また， 24 年 1 月

から障害福祉サービス事業所（一体的に運営は行うが、別事業所となる）の指定をとり、態勢

を整えたので、介護度が上がった利用者や障害のある方も、しっかりと出来るだけ長く支えて

いくようにする。 

事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健･福祉サービスとの綿密な連携をはかり、

総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

また、各種学習会を活用しながら従業者の質を高め、法人内の居宅介護事業所や 

通所介護事業所と密に連携をとり、利用者の気持ちに沿った対応をより迅速に行うようにする。 

 

（６） 営業時間 

事務所 月曜日～金曜日  9:00～17:00 

※ 緊急時の電話対応においては､24 時間常時連絡が可能な体制とする。 

ヘルパー活動は事務所開所時以外も実施 

 

（７） 利用料金 

厚生大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスである
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ときは、その 1 割の額とする。 

  《参考 23 年度までの利用料》 

    介護報酬に係る費用 (利用者 1 割負担分) : 残りの 9 割は事業者が代理受領 

       （ ）内は利用者 1 割負担額を円に換算し表示したものです。ただし、小数点以下は切捨てとなる

ので、 1 ヶ月の合計単位数で計算した場合、多少の誤差が出ます。 

① 要介護の方 

サービス 1 回あたりの料金 

所要時間及び内容 身体介護  生活援助 

30 分未満 ２５４単位  (２７２円/回) ー 

30 分以上 1 時間未満 ４０２単位  (４３１円/回) ２２９単位  （２４５円/回） 

1 時間以上 1 時間 30 分未満 ５８４単位  （６２５円/回） ２９１単位  （３１２円/回） 

以上 30 分増す毎に  ８３単位  （８９円/回） を追加 - 

早朝･深夜･2 人体制等加算有り 

② 要支援の方 

１ケ月あたりの料金 

サービス内容 単位 

予防訪問介護 Ⅰ 週 1 回程度必要な方  (要支援１・２の方対象) １２３４単位  （１３２１円/月） 

予防訪問介護 Ⅱ 週 2 回程度必要な方  (要支援１・２の方対象) ２４６８単位  （２６４１円/月） 

予防訪問介護 Ⅲ 週 3 回程度必要な方  (要支援 ２の方対象) ４０１０単位  （４２９１円/月） 

 

（８） 資金計画 

法人の「資金収支予算内訳」によるものとする。 

《参考》２３年度実績 (23 年４月～24 年 1 月の月平均概数 24 年度は大きく変化有） 

    

要支援者 16名 

月平均サービス利用数 

サービス種類 利用者数(提供時間) ヘルパー時給 

予防訪問介護Ⅰ ８名（４３時間）  

1200円/時間 予防訪問介護Ⅱ ７名（７１時間） 

予防訪問介護Ⅲ １名（２１時間） 

要介護者 18名 

月平均サービス提供時間数 

サービス種類 提供時間(組合せて提供) ヘルパー時給 

身体介護 １５時間 1600円/時間 

生活援助 １８６時間 1200円/時間 

 

（９） 研修計画 

事業所は、従業者の質的向上を図るための研修会を次のとおり設け、業務体制を 

整備する。また、障害者福祉サービス事業と一体化して行うため、研修も同時に行うものとす

る。 

 

① 採用時研修 採用後 1 ヶ月内 

   新たに訪問することになった利用者宅への同行訪問時、ヘルパーと 
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しての心構えと、介護技術の確認と指導を行う。 
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社会福祉法人 地域サポート虹 

訪問介護 りんどう 
（障害福祉サービス事業所） 

平成２４年度 事業計画書 

（１０） 事業内容 

事業所名称：訪問介護りんどう （事業所番号：1413500370） 

障害者自立支援法による障害福祉サービス事業  居宅介護 重度訪問介護 

（１１） 所在地 

横浜市栄区桂町 74 番 17 号 ｻﾝパレス本郷台 107 号 

TEL:045-894-7783  FAX:045-894-0603 

 

（１２） 職員 6 名 (老人居宅介護事業兼務) 

職  種 員  数 常勤換算 

管理者 

サービス提供責任者 

訪問介護員 

1 名 

1 名 

５名 (内 1 名はｻｰﾋﾞｽ提供責任者兼務) 

2.7 名 

  

（１３） 利用者 1 名 

今後、利用希望があれば、4 人を超えない程度で受け入れていく。 

（１４） 運営方針 

障害者自立支援法に基づいて、支給決定をうけた地域の障害者又は障害児（以下利用者とい

う。）にたいし、利用者が家族との同居・別居にかかわらず住み慣れた居宅において自立した

日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置か

れている環境に応じて、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等

に関する相談及び助言並びにその他の生活全般にわたる援助を適切に行うことを目標に運営

していく。 

事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健･福祉サービスとの綿密な連携をはかり、

総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

また、各種学習会を活用しながら従業者の質を高め、法人内の居宅介護事業所や通所介 

護事業所と密に連携をとり、利用者の気持ちに沿った対応をより迅速に行うようにする。 

 

（１５） 営業時間 

事務所 月曜日～金曜日  9:00～17:00 

※ 緊急時の電話対応においては､24 時間常時連絡が可能な体制とする。 

ヘルパー活動は事務所開所時以外も実施。 

 

（１６） 利用料金 
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厚生大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるとき

は、その 1 割の額とする。ただし、横浜市独自の、所得に応じて４区分の月額負担上限額が設

定されており、それ以上の負担は必要ない。 

 

《参考 23年度までの利用料》  

居宅介護・重度訪問介護の利用者負担金（サービス費の１割） 

サービス類型 30分 30分から１時間 １時間～1.5 時間 以後30分ごと 

身体介護 ２９６円 ４６９円 ６８１円 ９７円 

家事援助 １２３円 ２３０円 ３２３円 ８２円 

早朝･深夜･2人体制等加算有り  

 

（１７） 資金計画 

法人の「資金収支予算内訳」によるものとする。 

《参考》２３年度(24 年 1 月)実績  24 年度は大きく変化有 

 

利用者 １名 

 

サービス種類 提供時間(組合せて提供) ヘルパー時給 

身体介護 １４時間 1600円/時間 

生活援助 １３．５時間 1200円/時間 

 

（１８） 研修計画 

事業所は、従業者の質的向上を図るための研修会を次のとおり設け、業務体制を整備する。ま

た老人居宅介護事業と一体化して行うため、研修も同時に行うものとする。 

② 採用時研修 採用後 1 ヶ月内 

新たに訪問することになった利用者宅への同行訪問時、ヘルパーとしての心構えと、介護技術

の確認と指導を行う。 

 

③ 継続研修 

   年次計画 

実施月     研    修    内    容 

４月 
訪問介護の心得（個人情報の保護を含む）について 

訪問介護に関する各種記録の書き方について 

６月 感染症と食中毒の予防・防止について 

９月 事故発生防止と緊急対応・リスク管理について 

１１月 認知症について 

１月 身体介護の介護技術とボディメカニクスについて 

３月 お年寄りのための調理と口腔ケアについて 
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（１９） 苦情・相談対応 

利用者からの相談・苦情対応 ： 公的機関も含め「重要事項説明書」に明記 

従業者からの相談・苦情対応 ： 下記のいずれかが電話・面接にて対応する 

りんどう管理者 

                       法人事務長 

                       法人理事長 


